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長期施設管理計画に関する検討状況

令和5年3月23日に開催された「第3回高経年化した発電用原子

炉の安全規制に関する検討チーム」にて提示された「実用発電用原

子炉施設の長期施設管理計画等に係る記載要領（仮称）」の記

載イメージ(案)および「実用発電用原子炉施設の長期施設管理計

画の審査基準（仮称）」の規定イメージ(案)に基づき、ATENAにお

いて、長期施設管理計画の記載事項について検討を進めているところ

である。

本日は、長期施設管理計画の記載事項に係る作成方針（本資

料次葉以降）、及び、同方針に基づき作成中の計画書案（資料1-

1-2）について説明する。
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長期施設管理計画の記載事項に係る作成方針（案）（1/4）

高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム（令和5年3月23日） 資料4-2より抜粋
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作成方針

同左。但し、未稼働プラントは、開始日、期間が
確定しないため、記載内容の検討が必要。

審査基準案の規定イメージも踏まえ、原子炉施
設の安全確保のための劣化管理全般に係る事
業者の取組方針・目標を新たに記載する方針。

劣化評価の方法及び結果に関する記載事項は、
現行PLM評価書（本文）の記載項目とほぼ整
合しており、既記載内容をベースに作成する方針。
但し、以下の事項は、記載の充実が必要と認識
しており、これまでのPLM評価書（本文60ページ、
別冊3500ページ）等を基に、充実を図る方針。

⑤点検等の方法及び結果
劣化評価に必要な現状保全と特別点検の方
法及び結果については記載していたが、現状保
全については、事業者の保全活動全般を対象と
して、体系的かつ網羅的な観点で記載の充実を
図る。また、特別点検については延長認可申請
資料をベースとして作成する方針。

（次頁続く）
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（前頁から）

⑮健全性評価結果
劣化を考慮した技術基準への適合（審査基
準の要求事項）状況が、明確になるよう評価
方法・条件及び評価結果を記載する方針。

高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム（令和5年3月23日） 資料4-2より抜粋

第4回検討チーム会合にて、ATENAガイドに基
づく事業者の製造中止品管理に対する活動を
ご説明。
チーム会合での議論を踏まえ、製造中止品管
理の体系的な仕組み、活動の有効性が確認で
きるよう、事象者の仕組み、取組みを記載する
方針。

作成方針

3長期施設管理計画の記載事項に係る作成方針（案）（2/4）
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従前の長期施設管理方針（追加保全）
に加え、現状保全（劣化管理プログラム）、
監視試験計画、サプライチェーン管理に関
する事項について記載する方針。

劣化評価のみならず、経年劣化管理全般
に係る品質マネジメントシステムについて記
載する方針。

高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム（令和5年3月23日） 資料4-2より抜粋

作成方針

4長期施設管理計画の記載事項に係る作成方針（案）（3/4）
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高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム（令和5年2月22日） 資料3より抜粋

左記に提示された添付書類案として、劣化評価に
係る箇所については、これまでのPLM評価書等を
ベースとする。
これまでのPLM評価書に含まれていないものは、必
要に応じて作成
・点検等の方法及び結果の説明書
・サプライチェーン管理に関する説明書
・品質マネジメントシステムに係る事項の説明書
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（これまでの劣化評価の知見、経験等を活かし以
下の観点で資料整備、記載内容を検討する。）

長期施設管理計画の記載事項に係る作成方針（案）（4/4）

作成方針


